
議案第１６号

　　　海老名市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

　　　正について

　海老名市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。

平成２７年２月２６日提出

海老名市長　　内　野　　優

提案理由

　横浜伊勢原線沿道西地区地区計画に基づいた土地利用の担保及び建築基準法の一部

改正に伴い建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分を追加した

いため



海老名市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例

　海老名市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１７年条例第１２

号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

　第１条中「第６８条の２第１項１の次に「及び都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第

３９条第１項」を加え、　「地区計画」を「、地区計画］に、　「建築物」を「建築物等」

に改める。

　第２条中「及び」の次に「都市緑地法並びに」を加える。

　第５条第２項第６号中「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他

これらに類するもの（以下この号において「老人ホーム等」という。）」を、　「部分

（」の次に「次号の建築基準法施行令第１３５条の１６に定める昇降機の昇降路の部分又

は」を加え、　「又は」を「若しくは」に改め、　「建築物の住宅」の次に「及び老人ホ

ーム等」を加え、同項第７号中「共同住宅」を「建築基準法施行令第１３５条の１６に定

める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅」に、　「又は」を「若しくは」に改める。

　第１６条を第１７条とし、第１１条から第１５条までを１条ずつ繰り下げ、第１０条の次に次

の１条を加える。

　（建築物の緑化率の最低限度）

第１１条　建築物の緑化率の最低限度は、別表第２に掲げる地区の区分に応じて、同

　表クの項に掲げる制限のとおりとする。

　別表第１に次のように加える。

８

横浜伊勢原線沿道西地区地区

計画

都市計画法第２０条第１項の規定により告

示された横浜伊勢原線沿道西地区地区計



画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた地域

　別表第２中「第１０条」を「第１１条」に改め、同表１　下今泉一丁目地区地区計画の

表から７　海老名駅西口地区地区計画の表までに次のように加える。

ク

建築物の緑

化率の最低

限度

別表第２に次の１表を加える。

８　横浜伊勢原線沿道西地区地区計画

地区の区分 横浜伊勢原線沿道西地区

ア 建築物の用

途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

（１）　住宅（当該地区計画の都市計画決定時点において、現

　　に住宅の用途に供する建築物の敷地として使用されてい

　　る土地を除く。）

（２）　共同住宅、寄宿舎又は下宿

（３）　老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類

　　するもの

（４）　図書館、博物館その他これらに類するもの

（５）　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類

　　する建築基準法施行令第１３０条の６の２に規定する運動

　　施設

（６）　マージャン屋、ばちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

　　所、場外車券売場その他これらに類するもの

（７）　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規

　　定する一般廃棄物処理施設又は同法第１５条第１項に規定

　　する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物（工場そ



の他の建築物に附属するもので、当該建築物において生

じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。）

イ

容積率の制

限

ウ

建ぺい率の

制限

エ 建築物の敷

地面積の最

低限度

オ 壁面の位置

の制限

　建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の

面から道路境界線までの距離は、０．６ｍ以上とする。

　ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物

の部分は、この限りでない。

（１）　自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下であ

　　るもの

（２）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０

　　ｍ以下であるもの

（３）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３

　　ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの

カ

建築物の高

さの最高限

度等

（１）最高高さ３０．０ｍを超えてはならない。

（２）　建築物の最高高さが１０．０ｍを超える建築物は、当該地

　　区計画区域外の用途地域の指定のない区域（以下「無指

　　定区域」という。）を法別表第４　（い）欄の一の項に掲

　　げる地域とみなして、冬至日の真太陽時による午前８時

　　から午後４時までの間において、同表（は）欄の一の項

　　に掲げる平均地盤面からの高さの水平面（当該建築物敷



地内の部分を除く。）に敷地境界線からの水平距離が

５．０ｍを超える範囲（無指定区域に限る。）において、

同表（に）欄の一の項（１）の号に掲げる時間以上日影

となる部分を生じさせることのない高さ（法第５６条の２

第３項の規定を準用しても差し支えない。）とする。こ

の場合において、同一の敷地内に二以上の建築物がある

ときは、これらの建築物を一の建築物とみなして適用す

る。

キ かき又はさ

くの構造等

の制限

ク

建築物の緑

化率の最低

限度

敷地面積に対して３パーセント以上とする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第２項第６号の改正規定（「

ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（以下

この号において「老人ホーム等」という。）」を加える部分及び「建築物の住宅」の

次に「及び老人ホーム等」を加える部分に限る。）は、平成２７年６月１日から施行す

る。


